
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺
言には、

言があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ
て作成されなければ

◎遺言書

自筆証書

遺言 

公正証書

遺言 

秘密証書

遺言 

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

付する財産

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

 改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

録については、

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ができる

す。 

 ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

です。

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

資産活用のヒントをお届けします

※詳細

◎施行日
パソコンによる

13 日
コンでの
効となります

タ

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺
言には、自筆証書遺言

があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ
て作成されなければ

遺言書の種類 

自筆証書 

 

その

遺言

公正証書 

 

公証役場

会いのもとで

秘密証書 

 

遺言者

書の

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

付する財産目録を含め、全文を自書しなければなら

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

録については、パソコンで作成した目録や通帳のコ

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ができるようになり、作成時の負担軽減が図られま

 

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

です。 

資産活用のヒントをお届けします
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■ 日

■ 会  

■ 講

■ 受 講

詳細、お申し込みは

施行日に注意
パソコンによる
日の施行日以降

コンでの目録作成
となります。 

タナベ経営共催

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺

自筆証書遺言、公正証書遺言
があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ

て作成されなければ、法律上の効果は生じません。

 

その全文、日付、

遺言 

公証役場において

いのもとで作成

遺言者が署名、

の存在のみを

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

目録を含め、全文を自書しなければなら

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

パソコンで作成した目録や通帳のコ

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ようになり、作成時の負担軽減が図られま

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

資産活用のヒントをお届けします
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注意！ 
パソコンによる財産目録の

施行日以降に行いましょう
目録作成は、改正前

ベイヒルズ

経営共催 

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺

公正証書遺言
があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ

法律上の効果は生じません。

、氏名を自書

において、証人や公証人

作成される遺言

、押印の上、封印

のみを公証人が証明

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

目録を含め、全文を自書しなければなら

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

パソコンで作成した目録や通帳のコ

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ようになり、作成時の負担軽減が図られま

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

資産活用のヒントをお届けします 

2020 を勝

第一回 創業
平成 31 年 1

KDX 横浜ビル

㈱タナベ経営

お一人様 全

             

の作成は、平成
いましょう。施行日前

改正前の民法が適用

ベイヒルズ 経営戦略

 経営塾

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺

公正証書遺言、秘密証書遺
があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ

法律上の効果は生じません。

自書し、押印した

公証人の立ち

遺言 

封印した遺言

証明した遺言 

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

目録を含め、全文を自書しなければなら

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

パソコンで作成した目録や通帳のコ

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ようになり、作成時の負担軽減が図られま

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

勝ち抜く中期経営計画

創業の原点
1 月 22 日（火

ビル地下 1階セミナールーム

経営（東証１部上場

全 5回 \120,000

                 

平成 31 年 1 月
施行日前のパソ

適用され、無

経営戦略セミナー 

経営塾 BAYHILLS FCC Academy

 

 

 

 

 

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる
目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺

秘密証書遺
があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従っ

法律上の効果は生じません。 

した

ち

遺言

 

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも

作成できるため、広く一般に利用されていますが、

従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添

目録を含め、全文を自書しなければなら

ず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。 

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目

パソコンで作成した目録や通帳のコ

ピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を

添付することによって自筆証書遺言を作成すること

ようになり、作成時の負担軽減が図られま

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要

 

 

 

 

 従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

んどでした。

 そのため、次のような問題がありました。

   このような問題に対処し、自筆証書遺言を

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、

していない自筆証書遺言を

整備

   遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し

を受けた後、法務局において、遺言書ととも

データとして保管されます。

 保管後に、遺言者本人は

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

ができます。

 遺言者の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

る書面の交付を請求することができます。

 また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。
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火） 13:00～

セミナールーム
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120,000（税別
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◎

遺言書保管法

ら

保管申請

※

BAYHILLS FCC Academy

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

んどでした。 

そのため、次のような問題がありました。

●遺言書の

●相続人によって

てしまう。

●以上の問題

このような問題に対処し、自筆証書遺言を

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、

していない自筆証書遺言を

整備されました。

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し

を受けた後、法務局において、遺言書ととも

データとして保管されます。

保管後に、遺言者本人は

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

ができます。 

遺言者の死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

る書面の交付を請求することができます。

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。
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◎施行日に注意

遺言書保管法

ら 2 年以内
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※施行日は政令

BAYHILLS FCC Academy

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

 

そのため、次のような問題がありました。

の紛失や作成

によって遺言書

。 

問題から相続争

このような問題に対処し、自筆証書遺言を

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、

していない自筆証書遺言を

されました。 

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し

を受けた後、法務局において、遺言書ととも

データとして保管されます。

保管後に、遺言者本人は

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

 

死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

る書面の交付を請求することができます。

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。
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横浜市神奈川区栄町

ｽﾃｰｼﾞｱｯﾌﾟｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 担当本部長

名様以降 \60,000

-450-6701

注意！ 

遺言書保管法は、公布日

年以内に施行予定です

はできません。 

政令で公布されます

BAYHILLS FCC Academy 全５

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

そのため、次のような問題がありました。

作成したことを忘

遺言書が廃棄、隠匿

相続争いに発展

このような問題に対処し、自筆証書遺言を

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、

していない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し

を受けた後、法務局において、遺言書ととも

データとして保管されます。 

保管後に、遺言者本人は、いつでも、この遺言の内

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

る書面の交付を請求することができます。

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。

0052 横浜市神奈川区栄町

ＫＤＸ

TEL：045-450-6701

FAX：045-450-6706

：http://www.bayhills.co.jp
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公布日（平成 30 年

施行予定です。それまでは

 

されます。 

５回 開催

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

そのため、次のような問題がありました。 

忘れてしまう。

隠匿、改ざんされ

発展してしまう。 

このような問題に対処し、自筆証書遺言を利用しや

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、

で保管する制度が

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し、本人確認

を受けた後、法務局において、遺言書とともに、

、いつでも、この遺言の内

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

る書面の交付を請求することができます。  

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。

横浜市神奈川区栄町

ＫＤＸ横浜ビル

6701  

6706 

http://www.bayhills.co.jp

 三浦保夫氏

） 

課 加茂・小川

年 7 月 13 日

それまでは法務局

開催のご案内

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定め

がなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほと

。 

ざんされ

 

利用しや

すくするため、新たに遺言書保管法が創設され、封を

で保管する制度が

本人確認

に、画像

、いつでも、この遺言の内

容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすること

死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の

閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明す

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の

画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書

が保管されている旨が他の相続人に通知されます。 
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三浦保夫氏 

小川まで 

日）か

法務局への

案内 


